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グループホーム・ケアホームの事業運営グループホーム・ケアホームの事業運営
【ポイント】

① 個々の住居ではなく、一定の範囲に所在する住居全体を事業者として指定。

② 世話人は、全体の利用者数に対し、配置。これまで、利用者数にかかわらず1人配置とされている仕組みを改め、

10人又は6人につき1人以上の水準を確保。

③ サービス管理責任者は、全体の利用者数に対し、30人つき1人以上の水準で配置。

④ 生活支援員は、全体の利用者数に対し、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置。

⑤ 夜間の適切な支援体制を確保（専任職員の配置等の条件に該当する場合には報酬上別に評価）。

⑥ １住居の最低利用人員は２人以上。

サービス管理責任者 １人

【６人】【６人】

【３人】 【２人】

世話人

世話人

世話人

世話人

夜勤職員

一定の範囲内の住居全体を事業者として指定（利用者30人の場合）

生活支援員

○人

【イメージ】

宿直員

【５人】

【４人】【４人】

世話人

※ 平成２０年度予算において、グループホームの整備促進ための費用として３０億円の社会福祉施設等
施設整備費補助金を計上している。
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障害福祉サービス見込量の推移 （居住系サービス）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成23年度

ＧＨ・ＣＨ
３．８万

４．５万
５．３万

８．０万提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
総
量

・・・・・・

グループホーム
３．４万 （対前年度 1１%増）

（対前年度 20%増） （対前年度 18%増）

（人分）

平成２３年度末

に解消

（総量）
１４．８万

（総量）

１３．８万

（総量）

１５．０万

削減数

旧体系サービス

（総量）

１５．０万
（総量）

１４．９万

新体系サービス
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「住宅入居等支援事業（居住サポート事業）」と
「あんしん賃貸支援事業」の連携について

１ 趣 旨

障害者自立支援法が目指す地域生活移行の推進を実現するためには居住の場を確保することが重要
であり、賃貸住宅への入居を促進する観点から、地域生活支援事業に「住宅入居等支援事業（居住サ
ポート事業）」を創設したところです。

また、今般、国土交通省においては、高齢者、障害者、子育て世帯及び外国人の民間賃貸住宅への
円滑入居を図るために「あんしん賃貸支援事業」を実施するところです。

事業の実施に当たっては、各自治体及び地域における福祉部門と住宅部門の連携が不可欠。

２ 住宅入居支援事業（居住サポート事業）について

（１）事業概要

民間賃貸住宅（アパート、一戸建て等）及び公営住宅への入居を希望しているが、保証人がいない
等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等
への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。

（２）実施主体

市町村（複数市町村による共同実施、相談支援事業者等への委託できる）

（３）事業の具体的な内容

① 入居支援（不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援）

② ２４時間支援（夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・

調整等必要な支援を行う。）

③ 居住支援のための関係機関等によるサポート体制の調整（利用者の生活上の課題に応じ、関係機関

等から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。


